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第１章 総 則

（目的）

第１条 この規程は、独立行政法人水産総合研究センター会計規程（１３水研

第９号。以下「会計規程」という。）第４９条の規定に基づき、独立行政法

人水産総合研究センター（以下「センター」という。）が締結する売買、賃

貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、
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もって、センターにおける契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的

とする。

（適用範囲）

第２条 センターが締結する契約事務の取扱いについては、別に定めるところ

によるほか、この規程の定めるところによる。

（定義）

第３条 この規程における用語の意義は、会計規程の定めるところによる。

（事務の委任等）

第４条 経理責任者は、別表の委任事項欄に掲げる契約に関する事務を、それ

ぞれ同表の事務委任欄に掲げる役職を占める者に委任することができる。

２ 前項の規定により委任を受けた者は、別表の委任事項欄に掲げる契約に関

する事務のうち、契約依頼票の承認にかかる事務に限り、当該者が指名する

者に再委任することができる。

３ 第１項の規定により委任を受けた者は、前項の規定により再委任をしよう

とするときは、経理責任者に対し再委任をしようとする者の職名並びに事務

の範囲を記載した書面により届け出なければならない。

（契約依頼票の提出）

第５条 役職員は、センターが締結する売買、賃貸借、請負その他の契約に関

する事項が発生した場合は、経理責任者又は前条第１項に規定する事務を委

任された者（以下「経理責任者等」という。）又は前条第２項に規定する再

委任された者に対して、別紙様式第１に定める契約依頼票又はこれに代わる

書面を提出し、承認を受けなければならない。

（契約書の記載事項）

第６条 経理責任者等は、会計規程第３９条の規定により作成する契約書に、

次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的に

より該当のない事項については、この限りでない。

(１) 契約の目的

(２) 契約金額

(３) 履行期限

(４) 契約保証金

(５) 契約の履行場所

(６) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(７) 監督及び検査

(８) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金等

(９) 危険負担

(１０) かし担保責任

(１１) 契約に関する紛争の解決方法

(１２) その他必要な事項

（複数年契約）

第６条の２ 経理責任者等は、継続して行う売買、賃貸借、請負その他の契約
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について、次に掲げる契約であり、かつ、経済的で効率化が図られると総合

的に判断できる場合に複数年度にわたる契約（以下「複数年契約」という。）

を締結することができる。

(１) 不動産及び動産の賃貸借契約

(２) 施設の維持管理に係る契約

(３) 設備又は機器等の保守管理に係る契約

(４) 前３号に掲げるほか、あらかじめ理事長が承認した契約

２ 前項の規定により複数年契約を締結しようとするときは、あらかじめ経費

の総額及び年額を定めるとともに、契約の変更及び解除に関する事項を契約

書に記載しなければならない。

（契約書の省略及び請書等の徴取）

第７条 会計規程第３９条ただし書の理事長が別に定める場合とは、次に掲げ

る契約をいうものとし、この場合においては契約書の作成を省略して、請書、

見積書、請求書等契約の事実を明らかにする書類（以下「請書等」という。）

をもって、これに代えることができる。

(１) １５０万円を超えない契約を締結するとき。

(２) 物品等を売り払う場合において、買受人が代金を即納して物品等を引

き取るとき。

(３) せり売りに付するとき。

(４) 前３号に掲げる場合のほか、慣習上契約書の作成を要しないと認めら

れるとき。

２ 経理責任者等は、前項の規定により、契約書の作成を省略する場合におい

ても、特に軽微な契約を除き、１００万円を超える契約を締結するときは、

契約の適正な履行を確保するため請書等を徴しなければならない。

（契約審査委員会）

第８条 契約締結事務に関する事項を審査するため、本部に契約審査委員会（以

下「委員会」という。）を置く。

２ 委員会の構成及び運営については、理事長が別に定める。

第２章 一般競争契約

（一般競争参加者の資格）

第９条 理事長は、必要があると認めるときは、工事、製造、物件の買入れそ

の他の契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、

従業員の数、資本の額その他経営の規模及び経営の状況に関する事項につい

て一般競争に参加する者の資格を定めることができる。

２ 理事長は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めると

ころにより、定期又は随時に、一般競争に参加しようとする者の申請を待っ

て、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

３ 理事長は、前項の規定により等級に格付けし、等級を格付けされた者及び
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契約の種類ごとに農林水産大臣官房経理課又は全省庁統一資格において等級

に格付けされた者（以下「有資格者」という。）の名簿（以下「有資格者名

簿」という。）を作成しなければならない。

４ 理事長は、第１項の規定により一般競争に参加する者に必要な資格を定め

たときは、その基本となるべき事項並びに第２項に規定する申請の時期及び

方法等について公示しなければならない。

５ 経理責任者等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は

目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うために特に必要があると認め

るときは、有資格者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定

め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。

（競争に参加する者に必要な資格）

第１０条 経理責任者等は、前条第５項に規定するところにより、有資格者の

うち当該競争に参加する者に必要な資格を定める場合は、当該競争に付する

契約の予定価格に相当する等級を有することを当該競争に参加する者に必要

な資格として定めることができる。

２ 経理責任者等は、前項に規定した資格に加え、直近上位及び直近下位の等

級を有することを当該競争に参加する者に必要な資格として定めることがで

きる。

３ 経理責任者等は、前２項に規定するもののほか、特別な理由がある場合に

は当該競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。

（入札の公告等）

第１１条 経理責任者等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、

その入札日の前日から起算して少なくとも１０日前に官報、新聞紙、掲示そ

の他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合におい

ては、その期間を５日までに短縮することができる。

２ 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行う。

(１) 競争入札に付する事項

(２) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(３) 契約条項を示す場所

(４) 競争執行の場所及び日時

(５) 入札保証金に関する事項

(６) その他必要な事項

（一般競争に参加させることができない者）

第１２条 経理責任者等は、特別の理由がある場合を除き、当該契約を締結す

る能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を一般競争に参加させるこ

とができない。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締

結のために必要な同意を得ている者は除く。

２ 経理責任者等は、独立行政法人水産総合研究センター建設工事契約指名停

止等措置要領（１３水研第１５３号）、独立行政法人水産総合研究センター

測量・建設コンサルタント等契約指名停止等措置要領（１３水研第１５１
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号）、独立行政法人水産総合研究センター物品の製造、物品の販売及び役務

の提供等契約指名停止等措置要領（１３水研第１４９号）に基づき指名停止

を受けている期間中である者を一般競争に参加させることができない。

（一般競争に参加させないことができる者）

第１３条 経理責任者等は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その

事実があった後３年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができ

る。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様

とする。

(１) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の

品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(２) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利

益を得るために連合した者

(３) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(４) 監督又は検査の実施に当たり役職員の職務の執行を妨げた者

(５) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(６) この項（この号を除く。）の規定により一般競争に参加させないこと

ができるとされている者を、契約の締結又は契約の履行に当たり、代理

人、支配人その他使用人として使用した者

２ 経理責任者等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者

を一般競争に参加させないことができる。

３ 経理責任者等は、経営状態が著しく不健全であると認められる者を一般競

争に参加させないことができる。

（入札保証金）

第１４条 経理責任者等は、一般競争に付そうとする場合には、競争に参加し

ようとする者に現金又は確実と認められる有価証券をもって、その者の見積

る契約金額の１００分の５以上の保証金（以下「入札保証金」という。）を

納めさせなければならない。

２ 経理責任者等は、落札者が決定後に、前項の規定により納付された入札保

証金を競争に参加した者へ還付しなければならない。ただし、落札者の納付

に係るものは、その者が契約を結ばないときは、センターに帰属する。

（入札保証金の免除）

第１５条 経理責任者等は、次に掲げる場合においては、前条第１項の規定に

かかわらず入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(１) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間にセンターを被保険

者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(２) 有資格者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

（開札）

第１６条 経理責任者等は、第１１条第１項に規定する公告に示した競争執行

の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この

場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない役職員
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を立ち会わせなければならない。

（入札の無効）

第１７条 経理責任者等は、第１１条に規定する公告に示した競争に参加する

者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、

無効としなければならない。

（再度入札）

第１８条 経理責任者等は、第１６条の規定により開札を行った場合において、

入札者の入札のうち予定価格（第３３条に規定する予定価格をいう。以下同

じ。）の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をする

ことができる。

２ 前項の規定により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更

してはならない。

（再度公告入札の公告期間）

第１９条 経理責任者等は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契

約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第１１条第

１項の公告の期間を５日までに短縮することができる。

（落札者の決定方法）

第２０条 経理責任者等は、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あ

るときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければなら

ない。

２ 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、

これに代わって入札事務に関係のない役職員にくじを引かせることができる。

（最低価格の入札者を落札者としないことができる契約）

第２１条 経理責任者等は、支払の原因となる契約のうち予定価格が１，００

０万円を超える工事又は製造その他の請負契約の場合、相手方となるべき者

の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履

行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結す

ることが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当で

あると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みを

した他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方と

することができる。

２ 経理責任者等は、前項の規定により最低価格の入札者を落札者としない場

合は、その理由を記載した書面を委員会に提出し、その者を落札者としない

ことについて委員会に意見を求めなければならない。

（総合評価落札方式）

第２１条の２ 経理責任者等は、会計規程第３８条第２項の規定による落札の

方式（以下「総合評価落札方式」という。）により契約の相手方を決定する

場合は、価格のほか技術的要件及び性能等により総合的に評価するものとし、

当該契約ごとに入札の評価に関する基準を設けなければならない。

２ 経理責任者等は、研究開発、調査又は広報の請負契約を総合評価落札方式
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による一般競争に付そうとするときは、あらかじめ理事長の承認を受けなけ

ればならない。

（契約保証金）

第２２条 経理責任者等は、契約の相手方に、現金又は確実と認められる有価

証券、その他の担保の提供をもって契約金額の１０分の１以上の契約保証金

（以下「契約保証金」という。）を納めさせなければならない。

２ 前項の規定により納付された契約保証金は、これを納付した者がその契約

上の義務を履行しないときは、センターに帰属する。ただし、損害の賠償又

は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

３ 経理責任者等は、契約履行後に、契約保証金を契約の相手方へ還付しなけ

ればならない。

（契約保証金の免除）

第２３条 経理責任者等は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又

は一部を納めさせないことができる。

(１) 契約の相手方が保険会社との間にセンターを被保険者とする履行保証

保険契約を結んだとき。

(２) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事保証契約を結んだと

き。

(３) 有資格者による一般競争に付する場合において、その必要がないと認

められるとき。

（せり売り）

第２４条 経理責任者等は、動産の売り払いについて特に必要があると認める

ときは、本章の規定に準じ、せり売りに付することができる。

第３章 指名競争契約

（指名競争に付することができる場合）

第２５条 会計規程第３５条第２項に規定する理事長が別に定める場合とは、

次に掲げる場合とする。

(１) 予定価格が５００万円を超えない工事又は製造をさせるとき。

(２) 予定価格が３００万円を超えない財産を買い入れるとき。

(３) 予定賃借料の年額又は総額が１６０万円を超えない物件を借り入れる

とき。

(４) 予定価格が１００万円を超えない財産を売り払うとき。

(５) 予定賃貸料の年額又は総額が５０万円を超えない物件を貸し付けると

き。

(６) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予

定価格が２００万円を超えないとき。

（指名基準）

第２６条 経理責任者等は、前条の規定により指名競争に付する場合において、
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競争に参加させる者を指名しようとするときは、有資格者のうちから当該競

争に付する契約の予定価格の金額に相当する等級に格付けされた者を指名す

る。ただし、指名された者の２分の１を超えない範囲において、直近上位及

び直近下位の等級の有資格者のうちから指名することができる。

２ 経理責任者等は、前項の指名に当たっては、次の各号に掲げる事項を勘案

するとともに、当該事業年度における指名及び受注の状況を勘案し、特定の

者に偏らないようにしなければならない。

（１） 不誠実な行為の有無

（２） 経営状況

（３） 建設工事、測量・建設コンサルタント等、物品の製造、物品の販売、

又は役務の提供等の成績

（４） 技術的特性

（５） 手持契約等の状況

（６） 地理的条件

（７） 安全管理の状況

（８） 労働福祉の状況

３ 経理責任者等は、特に緊急な発注をしようとする場合、特定の技術を要す

る場合、又は現に履行中の大規模工事に密接な関連を有する小規模工事を発

注しようとする場合においては、当該大規模工事を既に履行している者を選

定する必要があること等の事由により、第１項の規定によることが不適当で

あると認めるときは、同項の規定にかかわらず競争に参加する者を指名する

ことができる。

４ 経理責任者等は、第２項に規定する指名するにあたって特定の者に偏らな

いようにする場合は、次の各号により取り扱う。

(１) 合併等により新たに設立された会社で新たに有資格者となった者につ

いては、「合併等により新たに設立された会社等の建設工事契約に係る

受注機会の確保を図るための取扱いについて」（平成１１年１月２６日

付け１１経第１１３号農林水産省大臣官房経理課長通達）に準じて取り

扱う。

(２) 平成６年６月８日建設省告示第１４６１号附則四の規定に基づく国土

交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者に係る経営事項審査を受

審し、結果通知書を受領した建設業者が有資格者となった場合において

は、「グループ経営事項審査における結果に基づく建設業者による競争

参加資格審査の取扱い等について」（平成１３年８月２３日付け１３経

第６５２号農林水産省大臣官房経理課長通知）に準じて取り扱う。

(３) 平成６年６月８日建設省告示第１４６１号附則六の規定に基づく国土

交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者に係る経営事項審査を受

審し、結果通知書を受領した建設業者が有資格者となった場合において

は、「持株会社化経審における結果に基づく建設業者による競争参加資

格審査の取扱いについて」（平成１４年４月１０日付け１４経第１０３
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号農林水産省大臣官房経理課長通知）に準じて取り扱う。

（競争参加者の指名）

第２７条 経理責任者等は、指名競争に付する場合は、なるべく１０人以上指

名しなければならない。

２ 前項の場合においては、第１１条第２項第１号及び第３号から第６号まで

に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

（一般競争に関する規定の準用）

第２８条 第９条、第１０条、第１２条から第１８条まで及び第２０条から第

２３条までの規定は、指名競争に準用する。

（指名替）

第２９条 経理責任者等は、指名競争を行う場合において、入札者若しくは、

落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときにおいては、有資格者の

うちから新たに競争に参加する者を指名することができる。

第４章 随 意 契 約

（随意契約によることができる場合）

第３０条 随意契約によることができる会計規程第３６条第２項に規定する理

事長が別に定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(１) 予定価格が２５０万円を超えない工事又は製造をさせるとき。

(２) 予定価格が１６０万円を超えない財産を買い入れるとき。

(３) 予定賃借料の年額又は総額が８０万円を超えない物件を借り入れると

き。

(４) 予定価格が５０万円を超えない財産を売り払うとき。

(５) 予定賃貸料の年額又は総額が３０万円を超えない物件を貸し付けると

き。

(６) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予

定価格が１００万円を超えないとき。

２ 経理責任者等は、競争に付しても入札者がないとき、又は、再度の入札を

しても落札者がいないときは、随意契約によることができる。

３ 経理責任者等は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内

で随意契約によることができる。

４ 前２項の場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争

に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

（随意契約における競争性及び透明性を担保する措置）

第３０条の２ 経理責任者等は、会計規程第３６条第１項第１号に規定する随

意契約によろうとする場合において、当該業務等の性質から契約の相手方が

一であると見込まれ、その予定価格が前条第１項第１号から第６号の制限を

超えることが見込まれるときは、契約を履行できる者を募るための手続き（以

下「公募」という。）に付さなければならない。ただし、次に掲げるものに
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ついては、この限りではない。

(１) 契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの

(２) 当該場所でなければ事務事業を行うことが不可能であることから場所

が限定され、供給者が一に特定される賃貸借契約（当該契約に付随する

契約を含む。）

(３) 官報の印刷

(４) 電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を

受けるもの（提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。）

(５) 郵便に関する料金（信書に係るものであって料金を後納するもの。）

(６) 再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合における出版

元等からの書籍の購入

(７) 独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第４０条の規定に

より主務大臣が選任した会計監査人との会計監査に係る契約

２ 前項に規定する公募について必要な事項は、理事長が別に定める。

３ 経理責任者等は、会計規程第３６条第１項第１号に規定する随意契約によ

ろうとする場合において、専門的又は高度な技術等を要する役務契約で、あ

らかじめ具体的な仕様を定めることが困難若しくは不適当であり、その予定

価格が前条第１項第１号から第６号の制限を超えることが見込まれるときは、

技術、仕様等の提案又は企画を募り、最も有利な者を採用する方式（以下「企

画競争」という。）に付さなければならない。

４ 前項に規定する企画競争について必要な事項は、理事長が別に定める。

（分割契約）

第３１条 第３０条第２項及び第３項の規定により随意契約をする場合におい

ては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、

当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約することができる。

（見積書の徴取）

第３２条 経理責任者等は、随意契約によろうとする場合は、なるべく２人以

上の者から見積書を徴さなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、見積書を徴すること

を省略することができる。

(１) 予定価格が１０万円を超えないとき

(２) 慣習上見積書を徴する必要のないものとして、経理責任者等が認める

とき

第５章 予 定 価 格

（予定価格の作成）

第３３条 経理責任者等は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関

する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格（以下「予定価格」

という。）を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなけ
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ればならない。

（予定価格の決定方法）

第３４条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなけ

ればならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供

給、使用等の契約の場合においては、単価によることができる。

２ 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、

需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に

定めなければならない。

（随意契約の予定価格）

第３５条 経理責任者等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ前２

条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号の

いずれかに該当するときは、書面による予定価格の積算を省略することがで

きる。

(１) 法令に基づき取引価格（料金）が定められていることその他特別の事

由があることにより、特定の取引価格（料金）によらなければ契約が不

可能又は困難であると認められるとき。

(２) 前号以外の契約で、その予定価格が１００万円を超えないとき。

（予定価格の秘密の保持）

第３６条 経理責任者等は、前３条の規定により決定された予定価格を封印の

上、開札し、又は見積書を徴するときまで金庫等に保管し、他に洩れること

のないようにしなければならない。

（せり売りの予定価格）

第３７条 第３３条、第３４条及び前条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第６章 契 約 の 履 行

（監督の方法）

第３８条 会計規程第４０条第１項に規定する工事又は製造その他についての

請負契約の適正な履行を確保するために行う監督（以下「監督」という。）

は、経理責任者等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切

な方法によって行わなければならない。

（検査の方法）

第３９条 会計規程第４０条第２項に規定する工事若しくは製造その他につい

ての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認（給

付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは

製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査（以

下「検査」という。）は、経理責任者等が、自ら又は補助者に命じて、契約

書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づいて行わなければならない。

（経理責任者等又は補助者以外の者に監督又は検査を行わせる場合）

第４０条 経理責任者等は、特に専門的な知識又は技能を必要とする等の理由
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により自ら又は補助者が監督又は検査を行うことが困難な場合には、他の者

に監督又は検査を行わせることができる。

（監督の職務と検査の職務の兼職禁止）

第４１条 第３８条及び前条の規定により監督を行う者の職務と、第３９条及

び前条の規定により検査を行う者の職務は、兼ねることができない。

第７章 公 表

（落札結果等の公表方法）

第４２条 経理責任者等は、会計規程第３４条及び第３５条の規定に基づき、

一般競争及び指名競争を行った場合は、その落札結果について速やかにセン

ターのホームページに公表しなければならない。

２ 経理責任者等は、支払の原因となる契約を締結した場合であり、かつ、予

定価格が第３０条第１項第１号、第２号、第３号又は第６号のそれぞれの金

額を超えるときは、契約締結の翌日から起算して７２日以内にセンターのホ

ームページに契約に係る情報を公表しなければならない。

３ 公表した事項については、公表した日の翌日から起算して少なくとも一年

が経過する日までホームページに掲載しなければならない。

第８章 雑 則

（国、独立行政法人、地方公共団体等との契約）

第４３条 国、独立行政法人（独立行政法人通則法第２条の規定により設置さ

れた法人をいう。）、国立大学法人及び大学共同利用機関法人（国立大学法人

法（平成１５年法律第１１２号）第１条の規定により設置された国立大学法

人及び大学共同利用機関法人をいう。）、地方公共団体との間において行う契

約については、次に掲げる行為を行わないことができる。

(１) 第９条第２項（第２８条において準用する場合を含む。）の規定によ

る競争に参加する者に必要な資格の審査

(２) 第１４条の規定による入札保証金又は第２２条の規定による契約保証

金の納付

附 則

この規程は、平成１３年４月１日から施行する。

附 則［平成１４年１月４日付け１３水研第１０４４号］

この規程は、平成１４年１月４日から施行し、平成１４年１月１日から適用

する。

附 則

この規程は、平成１３年１２月３１日以前において行われた公告その他の契

約の申し込みの誘引に係る契約で平成１４年１月１日以降に締結されるものに
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ついては、適用しない。

附 則［平成１４年５月２２日付け１４水研第３５６号］

この規程は、平成１４年５月２２日から施行する。

附 則［平成１４年１１月１日付け１４水研第７９５号］

この規程は、平成１４年１１月１日から施行する。

附 則［平成１５年１０月１日付け１５水研第１０４７号］

この規程は、平成１５年１０月１日から施行する。

附 則［平成１６年４月１日付け１５水研第１８０４号］

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則［平成１７年４月１日付け１７水研本第１６２８号］

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則［平成１８年４月１日付け１８水研本第１９３６号］

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則［平成１８年６月１日付け１８水研本第４０６号］

この規程は、平成１８年６月１日から施行する。

附 則［平成１９年６月１日付け１９水研本第５９０号］

この規程は、平成１９年６月１日から施行する。

附 則［平成１９年１１月１日付け１９水研本第１１７２号］

この規程は、平成１９年１１月１日から施行する。

附 則［平成１９年１２月１日付け１９水研本第１２６０号］

この規程は、平成１９年１２月１日から施行する。

附 則［平成２０年４月１日付け１９水研本第１６９８号］

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則［平成２１年４月１日付け２０水研本第１６１０号］

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則［平成２１年１２月１日付け２１水研本第11126001号］

この規程は、平成２１年１２月１日から施行する。

附 則［平成２２年６月８日付け２２水研本第20528004号］

この規程は、平成２２年６月８日から施行する。

附 則［平成２３年４月１日付け２３水研本第30401054号］

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。


